
 

一 

◎
政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

新
旧
対
照
表 

○
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

（
基
本
理
念
） 

第
二
条 

（
略
） 

    

２ 

（
略
） 

  

３ 

政
治
資
金
の
収
支
の
報
告
に
当
た
つ
て
は
、
真
実
の
記
載
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
収
支
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
支
出
の
相
手

方
と
し
て
政
治
団
体
の
役
職
員
又
は
構
成
員
を
記
載
す
る
等
政
治
活
動
の
公

明
の
確
保
に
支
障
を
及
ぼ
す
よ
う
な
記
載
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

  

（
渡
切
り
の
方
法
に
よ
る
支
出
の
禁
止
） 

第
八
条
の
二
の
二 

政
治
団
体
の
経
費
の
支
出
は
、
当
該
政
治
団
体
の
役
職
員

又
は
構
成
員
に
対
す
る
渡
切
り
の
方
法
に
よ
つ
て
は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。 

 

（
基
本
理
念
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
は
、
政
治
資
金
が
民
主
政
治
の
健
全
な
発
達
を
希
求
し
て

拠
出
さ
れ
る
国
民
の
浄
財
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
そ
の
収
支
の
状
況
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
旨
と
し
、
こ
れ
に
対
す
る
判
断
は
国
民
に
ゆ
だ
ね
、

い
や
し
く
も
政
治
資
金
の
拠
出
に
関
す
る
国
民
の
自
発
的
意
思
を
抑
制
す
る

こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
適
切
に
運
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

政
治
団
体
は
、
そ
の
責
任
を
自
覚
し
、
そ
の
政
治
資
金
の
収
受
に
当
た
つ

て
は
、
い
や
し
く
も
国
民
の
疑
惑
を
招
く
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
こ
の
法
律

に
基
づ
い
て
公
明
正
大
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
新
設
） 

     

（
新
設
） 

  



  

二 

   

（
削
る
） 

  

（
政
党
か
ら
支
出
を
受
け
た
公
職
の
候
補
者
の
す
る
支
出
に
係
る
通
知
及
び

記
載
） 

第
十
三
条
の
二 

政
党
に
所
属
し
て
い
る
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
に
係

る
公
職
の
候
補
者
は
、
当
該
政
党
か
ら
の
支
出
（
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号

の
人
件
費
、
光
熱
水
費
そ
の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る
経
費
の
支
出
を
除
く
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
金
銭
に
よ
る
も
の
を
受
け
た
と
き
は
、
当

該
政
党
か
ら
の
支
出
に
係
る
金
銭
に
相
当
す
る
金
銭
を
充
て
て
政
治
活
動
に

関
連
し
て
し
た
支
出
に
つ
い
て
、
当
該
支
出
に
係
る
同
号
の
総
務
省
令
で
定

め
る
項
目
別
の
金
額
及
び
年
月
を
当
該
政
党
の
会
計
責
任
者
に
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
政
党
の
会
計
責
任
者
は
、
第
十
二
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
の
記
載
を
す
る
と
き
は
、
当
該
通
知
に
係
る

前
項
に
規
定
す
る
政
党
か
ら
の
支
出
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
通
知

さ
れ
た
事
項
を
併
せ
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
に
規
定
す
る
政
党
か
ら
の
支
出
で
当
該
政
党
に
所
属
し
て
い
る
衆

議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
に
係
る
公
職
の
候
補
者
に
対
す
る
も
の
を
し
た

当
該
政
党
の
会
計
責
任
者
に
係
る
第
十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
条
第
一
項
中
「
す
べ
て
の
支
出
」
と
あ
る
の
は
「
す
べ
て
の
支
出
及
び
一

件
五
万
円
未
満
の
支
出
の
う
ち
第
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
政
党
か

ら
の
支
出
で
当
該
政
党
に
所
属
し
て
い
る
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
に



 

三 

係
る
公
職
の
候
補
者
に
対
す
る
も
の
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
五
万
円
以
上

の
支
出
」
と
あ
る
の
は
「
五
万
円
以
上
の
支
出
及
び
一
件
五
万
円
未
満
の
支

出
の
う
ち
第
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
政
党
か
ら
の
支
出
で
当
該
政

党
に
所
属
し
て
い
る
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
に
係
る
公
職
の
候
補
者

に
対
す
る
も
の
」
と
す
る
。 

４ 

前
項
に
規
定
す
る
政
党
の
会
計
責
任
者
に
よ
る
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第

二
項
の
報
告
書
及
び
領
収
書
等
の
写
し
の
提
出
に
係
る
同
条
第
一
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
二
号
中
「
合
計
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
合
計

金
額
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
」
と
、
「
五
万
円
以
上
の
も
の
」
と
あ

る
の
は
「
五
万
円
以
上
の
も
の
及
び
一
件
当
た
り
の
金
額
が
五
万
円
未
満
の

も
の
の
う
ち
第
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
政
党
か
ら
の
支
出
で
当
該

政
党
に
所
属
し
て
い
る
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
に
係
る
公
職
の
候
補

者
に
対
す
る
も
の
」
と
す
る
。 

 

 
 

  
 



  

四 

○
政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
四
号
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 
 

 

附 
則 

  

第
十
四
条 

削
除 

 
 

 

附 

則 

 

（
政
策
活
動
費
の
支
出
に
係
る
上
限
金
額
の
設
定
及
び
使
用
状
況
の
公
開
に

関
す
る
制
度
の
具
体
的
な
内
容
） 

第
十
四
条 

政
党
が
当
該
政
党
に
所
属
し
て
い
る
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議

員
に
係
る
公
職
の
候
補
者
に
対
し
て
す
る
支
出
で
金
銭
に
よ
る
も
の
（
以
下

こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
政
策
活
動
費
の
支
出
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て

は
、
政
策
活
動
費
の
支
出
の
各
年
中
に
お
け
る
上
限
金
額
を
定
め
る
と
と
も

に
、
第
一
条
改
正
後
政
治
資
金
規
正
法
第
十
二
条
第
一
項
の
報
告
書
が
第
一

条
改
正
後
政
治
資
金
規
正
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た

日
か
ら
十
年
を
経
過
し
た
後
に
政
策
活
動
費
の
支
出
に
係
る
金
銭
に
相
当
す

る
金
銭
を
充
て
て
政
治
活
動
に
関
連
し
て
し
た
支
出
の
状
況
に
係
る
領
収

書
、
明
細
書
等
の
公
開
（
そ
の
た
め
の
保
存
及
び
提
出
を
含
む
。
）
を
す
る
も

の
と
し
、
そ
の
制
度
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
早
期
に
検
討
が
加
え

ら
れ
、
結
論
を
得
る
も
の
と
す
る
。 

 

 
 

 


	○政治資金規正法（昭和二十三年法律第百九十四号） （傍線部分は改正部分）
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